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居宅介護支援  

（契約書別紙兼重要事項説明書）  
１．事業所の概要  

法 人 名  社会福祉法人亀田郷芦沼会  

事業所名  指定居宅介護支援事業所 在宅介護支援センターあしぬま荘  

所 在 地  新潟市東区下木戸２丁目２８番１６号  

電話番号  ０２５－２７５－６５４８  管 理 者    栗林 路子  

県指定年月日  平成１１年７月３０日（第１５７０１０００５５号）  

営 業 日  
 月曜日から土曜日。ただし祝日及び１２月３１日から１月  
３日を除く  

営業時間  
月曜日～金曜日－午前８時３０分から午後５時１０分まで  

 土曜日     午前８時３０分から午後０時２０分まで  

通常の事業の実施地域  新潟市東区、中央区・及び江南区  
 
 
２．職員の勤務体制  

職   種  
員    数  

常勤専任  常勤兼務  計  

介護支援専門員 ５人以上  ０人 ５人以上  

３．事業の目的とサービス提供方針  
  〇事業の目的  
   要介護状態の利用者に対し、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう適正な指定居宅介護支

援を提供することを目的とします。  
  〇運営の方針  
   ・利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切

な保険医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮します。  
   ・利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事

業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。  
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指

定居宅介護支援事業者、介護施設と連携に努めます。  
 
４．提供するサービスの内容  
 「居宅介護支援」は、利用者が居宅において日常生活を営むために必要な保健
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・医療・福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の心身の状況、

その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、利用するサービ

スの種類及び内容、これを担当するサービス事業者等を定めた「居宅サービス計

画（ケアプラン）」を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確

保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、また、

利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介

その他の便宜の提供を行うサービスです。  
 具体的には、次にあげる業務を行います。  
 ｱ  利用者のお宅を訪問し、利用者の心身の状態を適切な方法により調査します。  
 ｲ  調査した結果と、利用者や家族の希望を踏まえ、介護サービスを適切に提供

 するための計画「居宅サービス計画（ケアプラン）」をお作りしま  す。  
 ｳ  介護サービスの提供の状況や、利用者の心身の状態や家庭の環境等について、

「居宅サービス計画（ケアプラン）」作成後も、継続的に把握し必要な支援を行

 います。  
 ｴ  当事業所のみならず、介護サービスを提供する事業者についての相談・苦 

 情の窓口となり、問題を解決に努めます。  
 ｵ 利用者の要介護認定の申請についてお手伝いします。  
 ｶ 利用者が介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介を致します。  

 
◆ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 ◆  

 
 
 
 
 
 
 
５．担当の介護支援専門員及びサービス提供責任者  
 担当させていただく介護支援専門員及びサービス提供責任者は次の者です。  
  ○介護支援専門員     氏名           
  ○サービス提供責任者   氏名   久志 幸子    
  ○連絡先         電話番号 ０２５－２７５－６５４８  
 ご不明な点やご要望、苦情などがありましたら遠慮なくお申し出下さい。  
 
６．利用料金  
 (1)利用者負担金  
  居宅介護支援サービスを利用した場合の基本利用料及び加算、減算は次の 

とおりですが、原則としてその全額が介護保険から給付されるため、利用者

負担金はありません。  
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居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ）  基本利用料（１ヵ月につき）  利用者負担金  
要介護１・２  １１，０８８円  無 料  
要介護３～５  １４，４０６円  無 料  

  ※事業所の介護支援専門員（常勤換算）１名あたりの取扱件数が４５未満 

  の場合又は４５以上の場合において、４５未満の部分  
 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ）  基本利用料（１ヵ月につき）  利用者負担金  
要介護１・２  ５，５５４円  無 料  
要介護３～５  ７，１８７円  無 料  

  ※事業所の介護支援専門員（常勤換算）１名あたりの取扱件数が４５以上 

  の場合において、４５以上６０未満の部分  
 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ）  基本利用料（１ヵ月につき）  利用者負担金  
要介護１・２  ３，３２８円  無 料  
要介護３～５  ４，３０８円  無 料  

  ※事業所の介護支援専門員（常勤換算）１名あたりの取扱件数が４５以上 

  の場合において、６０以上の部分  
 

ケアプラン連携システムを活用し、かつ事務職員を配置する事業所  
居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ）  基本利用料（１ヵ月につき）  利用者負担金  
要介護１・２  １１，０８８円  無 料  
要介護３～５  １４，４０６円  無 料  

※事業所の介護支援専門員（常勤換算）１名あたりの取扱件数が５０未満 

  の場合又は５０以上の場合において、５０未満の部分  
  

居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ）  基本利用料（１ヵ月につき）  利用者負担金  
要介護１・２  ５，５５４円  無 料  
要介護３～５  ７，１８７円  無 料  

※事業所の介護支援専門員（常勤換算）１名あたりの取扱件数が５０以上 

  の場合において、５０以上６０未満の部分  
居宅介護支援費Ⅱ（ⅲ）  基本利用料（１ヵ月につき）  利用者負担金  

要介護１・２  ３，３２８円  無 料  
要介護３～５  ４，３０８円  無 料  

  ※事業所の介護支援専門員（常勤換算）１名あたりの取扱件数が５０以上 

  の場合において、６０以上の部分  
 
 【加算】  

初回加算  基本利用料  利用者負担金  

初回加算  ３，０６３円  無 料  

   ※新規に居宅サービス計画を作成した場合 
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【特定事業所加算】 
 事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する。 

特定事業所加算 
基本利用料（１ヵ月につ

き）  
利用者負担金  

特定事業所加算Ⅰ ５，２９８円 無 料 
特定事業所加算Ⅱ ４，２９８円 無 料 
特定事業所加算Ⅲ ３，２９７円 無 料 
特定事業所加算A １，１６３円 無 料 

※算定要件  
 特定事業所加算（Ⅰ）  

①  常勤の主任介護専門員を２名以上配置していること。  
②  常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。  
③  利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝  

達等を目的とした会議を定期的に開催すること。  
④  ２４時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応  

する体制を確保していること。  
⑤  算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、  

要介護４及び要介護５である者の占める割合が１００分の４０以上であ

ること。  
⑥  当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に  

研修を実施していること。  
⑦  地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合において  

も、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供している

こと。  
⑧  家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、

難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例

検討会、研修等に参加していること。  
⑨  居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。  
⑩  指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を行う利用者数が当

該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり４５名未満であ

ること。（居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は５０名未満であるこ

と）  
⑪  「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を

確保していること。  
⑫  他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修

会等を実施していること。  
  ⑬ 必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォー

マルサービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を

作成していること。  
  特定事業所加算（Ⅱ）  
   ②、③、④、⑥～⑬を満たすこと、常勤の主任介護支援専門員を１名以上
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配置していること。  
  特定事業所加算（Ⅲ）  
   ③、④、⑥～⑬を満たすこと、常勤の主任介護支援専門員を１名以上配置

していること。常勤の介護支援専門員を２名以上配置していること。  
  特定事業所加算（A）  
   ③、⑦～⑩、⑬を満たし、④、⑥、⑪、⑫は連携を含めて満たすこと。常

勤の主任介護支援専門員を１名以上配置していること。常勤の介護支援専

門員１名以上、常勤、非常勤の介護支援専門員各１名以上配置しているこ

と。  
【特定事業所医療介護連携加算】  

 基本利用料  利用者負担金  
特定事業所医療介護

連携加算  １，２７６円  無 料  

※算定要件  
特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定しており、ターミナルケアマネジメ

ント加算の算定実績が一定の水準以上に達していること。  
医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、入院時や退院・退所時に病

院等と利用者に関する情報共有等を行う際に算定します。  
〇入院時には、利用者・家族から担当ケアマネージャーの氏名等を入院先医療

機関へ伝えてくださいますようお願い致します。  
【入院時情報連携加算】  

加 算  要 件  基本利用料  利用者負担金  
入院時情報連携

加算（Ⅰ）  
入院した当日までに情

報提供  ２，５５２円  無 料  

入院時情報連携

加算（Ⅱ）  
入院した当日から３日

以内に情報提供  ２，０４２円  無 料  

 ※算定要件  
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、

利用者に関する必要な情報を提供した場合。  
【退院・退所加算】  
 基本利用料  利用者負担金  
退 院 ・ 退 所 加 算

（Ⅰ）イ  
４，５９５円  無 料  

退 院 ・ 退 所 加 算

（Ⅰ）ロ  
６，１２６円  無 料  

退 院 ・ 退 所 加 算

（Ⅱ）イ  
６，１２６円  無 料  

退 院 ・ 退 所 加 算

（Ⅱ）ロ  
７，６５７円  無 料  

退院・退所加算  
（Ⅲ）  

９，１８９円  無 料  
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 ※算定要件  
  退院又は退所に当って、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な

情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調

整を行った場合（情報提供の回数とカンファレンスの有無で加算項目が決ま

る）。  
※初回加算を算定する場合は、算定できない。  

【通院時情報連携加算】  
 基本利用料  利用者負担金  
通院時情報連携加算  

５１０円  無 料  

 ※算定要件  
利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医

師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、

医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サ

ービス計画（ケアプラン）に記録した場合（月１回を限度とする）。  
【緊急時等居宅カンファレンス加算】  

 基本利用料（１月に２回）  利用者負担金  
緊急時等居宅カンフ

ァレンス加算  
２，０４２円  無 料  

 ※算定要件  
病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問

し、カンファレンスを行い、必要に応じて、必要な居宅サービス又は地域密着

型サービスの利用に関する調整を行った場合。  
【ターミナルケアマネジメント加算】  

 基本利用料  利用者負担金  
ターミナルケアマネ

ジメント加算  
４，０８４円  無 料  

 ※算定要件  
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用

者又はその家族の意向を把握した上で、亡くなる前１４日以内に２日以上、ご

利用者又はご家族の同意を得て当該ご利用者様の居宅を訪問し、当該利用者の

心身の状態を記録し、主治医及びサービス事業所に心身の状況等を提供した場

合。  
【看取り期におけるサービス利用前の相談・調整】  
看取り期における退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死

亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者

会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行

われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認め

られるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行うことが可能。  
(2)交通費  
 通常の事業の実施範囲内である場合は無料です。  
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【減算】  
 サービスの提供にあたり、次の要件を満たさない場合は、基本利用料の５０％

の額を減算します。利用者負担はありません。  
 ○１ヵ月に１回ご利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。  
＊なお、テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて文書により利用

者の同意を得ており、サービス担当者会議において主治の医師、担当者その他

の関係者の同意を得ていること、本人の状態が安定しており、テレビ電話での

意思疎通が可能であること、他のサービス事業所の担当者からテレビ電話等で

把握できない情報について提供を受けることなどを条件に居宅訪問を２ヵ月に

１回にできる場合があります。その場合、訪問しない月はテレビ電話等を活用

して面接するものとします。  
 ○居宅介護サービス計画の新規作成、要介護更新認定、要介護状態区分の  

変更認定の場合に、サービス担当者会議を開催すること。また、これらに  
該当する場合以外の居宅介護サービス計画の作成にあたって、サービス担当 

 者会議の開催またはサービス担当者への照会を行うこと。  
 ○居宅介護サービス計画の原案の内容を利用者又は家族に説明し、文書により

利用者等の同意を得た上で、当該居宅介護サービス計画を利用者及びサービス

担当者に交付すること。  
 ○１ヵ月に１回居宅介護サービス計画の実施状況を把握し、その結果を記録 

 すること。  
 ○利用者やその家族に対して、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所につ

いて以下の説明を行わなかった場合。 

複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。  
【その他】  

・高齢者虐待防止措置未実施や業務継続計画未策定の場合、所定単位数の１０

０分の１に相当する単位数を減算します。また、事業所の敷地内に隣接若しく

は同一の建物に居住する利用者を一定数以上担当する場合は１００分の９５に

相当する単位数を算定します。  
【努力義務】  
〇居宅サービス事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である

ことにつき説明を行うこと。  
○ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について文書を

利用者やご家族に説明し、理解を得るように努めなければならない。  
・  前６ヶ月間に当事業所で作成したケアプランの総数における、訪問介護、通

所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合  
・  前６ヶ月間に当事業所で作成したケアプランの総数における、訪問介護、通

所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの同一事業所

によって提供されたものの割合  
７．サービスの終了  
 利用者の都合によりサービスの利用を終了する場合は、速やかに当事業所まで

ご連絡下さい。連絡先（電話番号）：０２５－２７５－６５４８  
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８．虐待の防止について  
 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに

研修等を通じて事業所内の周知徹底を図り、虐待の発生又は再発防止、早期発

見に努めます。  
 虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対す

る調査等に協力します。  
 
９．事故発生時の対応  
 サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族、市町村

 等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。  
 

１０．苦情相談窓口  
 (1)当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供 

 したサービスに関する苦情だけではなく、当事業所が作成した「居宅サービス

 計画（ケアプラン）」に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し

 出下さい。  

窓  口  設  置  場  所        当 事 業 所 

担    当   者         久志 幸子 

連絡先（電話番号）  ０２５－２７５－６５４８  

(2)第三者委員 

  ・坂井 ノリ子様  連絡先 ２７４－８５７６ 

   ・阿部 さよ子様  連絡先 ２７４－６０００ 

（3）サービスに関する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦 情 受 付 機 関  連 絡 先 （電話番号）  

新潟県社会福祉協議会  
運営適正化委員会  

０２５－２８１－５６０９ 

新潟市福祉部介護保険課  ０２５－２２６－１２７３（直） 

東区役所健康福祉課高齢介護係  ０２５－２５０－２３２０（直） 

新潟県国民健康保険団体連合会  ０２５－２８５－３０２２ 

 
１１．業務継続に向けた取り組み  
 感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援

の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿っ

た研修及び訓練を実施します。  
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１２．感染症の予防及びまん延の防止のための措置  
  感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。  

（１）  感染対策委員会の開催  
（２）  感染症及びまん延防止のための指針の整備  
（３）  感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施  
（４）  専任担当者の配置  管理者 栗林 路子  

 
１３．身体的拘束等の原則禁止  

利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護する緊急やむを得ない場合を

除き、身体拘束を行いません。身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。  
 

１４ .秘密の保持と個人情報の使用  
 居宅介護支援を提供する上で知りえた利用者及びその家族等に関する情報を正

当な理由なく第三者には漏洩しません。居宅介護支援を終了した後、及び介護

支援専門員が退職した後においても同様とします。  
 
 〇利用者及び家族の個人情報については、次に定める条件で必要最小限の範囲

で使用させていただきます。  
１．個人情報を使用する目的  

   居宅介護支援サービス提供に係るサービス担当者会議、及び次項の相手方

   との連絡調整。  
 ２．個人情報を使用する相手方  
   ・居宅サービス計画に位置付けられた事業所  
   ・利用を希望された介護保険施設  
    ・地域包括支援センター  
   ・主治医（かかりつけ医）その他の医療機関  
   ・保険者  
上記契約の証として、本契約書を２通作成し、利用者及び事業者記名の上、それ

ぞれ１部ずつを保有します。  
 

   年  月  日  
 
居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して上記の通り説明しました。  
 
   事業者  
    所在地      新潟市東区はなみずき２丁目３番７号  
    名 称      社会福祉法人亀田郷芦沼会  
    代表者職・氏名  理事長   渋谷 薫         
     
    説明者職・氏名  介護支援専門員              
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 上記の内容について説明を受け、同意しました。また、この文書が契約書の別

紙（一部）となることについても同意します。  
 
   利用者  
    住 所  
 
    氏 名                           
 
 
   署名代行者（又は法定代理人）  
    住 所  
 
    氏 名                           

 

（２０２５年４月２日改訂）  
 

                           


